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研究成果の概要（和文）：本研究では、1974年から1982年までドイツ連邦共和国（西ドイツ）の首相を務めたヘ
ルムート・シュミットが推進した東方政策（Ostpolitik）に関して、「東方政策」、「西方政策
（Westpolitik）」、「国内政治」の三つの視座から、第一次史料等を用いて多角的に分析した。3年間の研究期
間に共著や雑誌論文学会報告などの研究成果を得た。そこでは、シュミット政権期の東方政策が、前政権のブラ
ントの東方政策からの継続の要素を含みつつ、1970年代に国際政治経済体制が変動していき、西側の結束を重視
する方向へ政策をシフトしていく中で、東側政府との対話を維持しようとした点を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to consider the "Ostpolitik" of Helmut 
Schmidt, who is West German Chancellor from 1974 to 1982 from the perspectives of "Ostpolitik", "
Westpolitik" and "West Germany's domestic politics". It is argued that the focus of Schmidt's 
Ostpolitik which has some continuation of its foreign policy of Willy Brandt, his predecessor, was 
focused on more West-oriented foreign policy, but under the changing international political and 
economic situation in the 1970s, he tried to keep in better contact with the Eastern governments as 
well.    

研究分野： 国際関係論
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  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
近年国際関係におけるドイツの存在感が増す中で、あらためて第二次世界大戦後のドイツ連邦共和国の歴史につ
いて様々な角度から検討がなされており、冷戦期の西ドイツ外交に関する研究も、公文書等の公開によって本国
ドイツを中心に飛躍的な発展を見せている。本研究はこうした先行研究の成果を取り入れつつ、新たに公開され
た第一次史料を利用して、1974年に成立し1982年まで続いたシュミット政権期の外交政策について、とりわけ
「東方政策」に焦点を当てて分析した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

1974 年から 82 年までドイツ連邦共和国（以下西ドイツ）で首相を務めたヘルムート・シュ
ミットの外交政策については、前政権のブラント政権（1969～1974 年）によるソ連・東欧諸
国との関係改善を目指す緊張緩和外交を引き継ぎ「現実的な緊張緩和政策」に取り組んだとさ
れる。しかしブラント外交からの変化に注目するのか、それとの継続性を重視するのかで先行
研究でも評価が分かれている。この二つの評価はドイツ外交の積極性への見方とも深くかかわ
っており、前者は対米関係を重視し受動的な外交を行ったという見方につながる一方、後者は
ブラント政権以降西ドイツが国際政治において積極的な外交政策を展開したことをアピールす
る。 
 
 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、近年の公文書等の公開によって本国ドイツを中心に飛躍的な発展を見せて
いる先行研究の成果を取り入れつつ、新たに公開された第一次史料も利用して、1974 年に成立
し 1982 年まで続いたシュミット政権期の外交政策について、とりわけ「東方政策」に焦点を
当てて分析するものである。 
 
 
 
３．研究の方法 
 本研究では、三カ年に渡り、シュミット政権の外交政策に関して次の三つの視座から分析を
試みるものである。第一に東方政策のレベルである。シュミット政権による東側諸国との交渉
過程の詳細な分析を通じてブラント政権期からの継続と変化について検討する。第二に西方政
策のレベルである。東方政策と並行した西側諸国との意見調整について、ヨーロッパ統合や西
側先進国としての国際的地位の向上などを踏まえて考察することで、「東と西の間」でのドイツ
の自己主張といったドイツ外交史研究における意義や、いかに西ドイツ外交が冷戦終焉にかか
わったのかといった冷戦史研究における位置づけを考察する。そして第三に国内政治のレベル
である。野党 CDU/CSU による批判など他の政策との関連における東方政策の位置づけを考察し、
国内政治と外交政策の相互作用に注目する。 
以上の三点から、シュミット政権期の積極的な外交政策がいかに推進されたのかを分析する

ことを目指した。具体的には次の文書館において史料調査を行った。ドイツのボンのフリード
リッヒ･エーベルト財団の文書館、コブレンツの連邦文書館、ベルリンの外務省政治史料館であ
る。さらにはボン大学の図書館等でも文献収集及び複写等の現地調査を行った。 
  
 
 
４．研究成果 
 本研究の成果として、現地調査等に基づきシュミットの東方政策に関して次のような知見を
得ることができた。まず、東方政策に関して、ブラント政権後のソ連・東欧諸国との関係の維
持・発展に取り組んだ点が明らかになった。ブラント政権期には、ブラントの腹心バールのヨ
ーロッパ安全保障構想において長期的に全ヨーロッパ規模の集団安全保障体制の構築を通じた
東西ドイツ統一を目標として掲げられていたが、シュミットは当時から政権内でも慎重な立場
を示していた。1974 年 5 月にブラント政権を後継したシュミット政権は、「現実的緊張緩和政
策」を掲げて、東西間の勢力均衡をより重視する形で東方政策に取り組んだ。そこでヨーロッ
パ安全保障協力会議（CSCE）や相互均衡兵力削減（MBFR）といった東方政策の「多国間化」を
進めたが、1975 年のヘルシンキ最終文書を頂点として次第に行き詰まりを見せるようになると、
シュミットと前首相で引き続き党首の座にいたブラントの間で意見の相違が度々表面化するよ
うになるなど、バールやブラントとの共通点と相違点に関する論考を発表した。 
 次に、東方政策の中でもとりわけ対ポーランド関係に関して、1970 年 12 月に調印されるワ
ルシャワ条約の成立過程や、成立後にいわゆる「残留ドイツ人問題」をめぐって西ドイツとポ
ーランドの間で引き続き交渉が進められた点について考察した。両国間の交渉では、西側諸国
との意見調整に並行して努めつつも、ポーランド側が特にこだわりを見せたオーデル・ナイセ
線をポーランド西部国境として認めるかをめぐる問題や経済協力に関する問題などと並んで、
この「残留ドイツ人問題」などの人道問題が重要な争点となった。とりわけ経済問題との関連
で注目されるのは、こうした経済問題がポーランド人に対する戦後補償の問題とも連関されて
議論されたことである。そこでポーランド側は、既に放棄していた国家賠償の請求権と区別し
て、ナチスの不法行為に対する補償はナチスの犠牲者に対して行われるべきであるという立場
を主張した。この戦後補償問題は「残留ドイツ人問題」とも連関して交渉で扱われることにな
ったが、その背景にはポーランド側の経済苦境があった。ポーランド側は、残留ドイツ人の出
国問題を梃子に少しでも西ドイツから有利な経済支援を得るために、戦後補償問題を利用しよ
うとした。結果的に 1975 年 8月に開催された CSCE の首脳会談の際に合意された協定は、西ド
イツ国内の世論に配慮しつつも、残留ドイツ人の出国問題と、西ドイツからポーランドへの大



規模借款や年金補償など経済問題の「抱き合わせ」で解決を図るものであったことを、交渉過
程を辿り明らかにした。さらに東側との交渉や西側諸国との意見調整の過程において、西ドイ
ツ国内の世論との関連も指摘したことは、一次史料などに基づく外交史研究と、国際交渉と国
内政治の相互作用に着目する理論研究の架橋の試みとしても位置付けることが可能である。 
今後の展望として、シュミット政権期の東方政策と並行して重要であった西側諸国との意見

調整に関連して、とりわけアメリカで 1977 年 1月に成立するカーター政権との関係を中心とし
た独米関係に関する研究を進める予定である。 
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